
(そ の1)

収 支 報 告 書
※該当箇所に 円 ること

りつけルみんしゅとうながさきけんさんぎいんせんきょくだいいちそうしぶ

1 政 治 団 体 の 名 称 立憲民主党長崎県参議院選挙区第 1総支部

T 856-0805

2 主たる事務所の所在地 長崎県大村市竹松本町859-1

3代 表 者 の 氏 名 白サII魚占美

4会 計 責 任 者 の 氏 名 白)||よ しみ

5 令和 4 年

* 団 体 コ ー ド

前 年 繰 越 額 0円

事務担当者の氏名 藤澤 美希

電話番号 0957-46-3788

受 付 毒 査 ] 箸 認 珀1  拒l パ /チ 照 △
口

(ふ り が な )

政 治 団 体 の 区 分

□ 政          党

ご 政 党 の 支 部

□ 政 治 資 金 団 体

□ 政 治 資 金 規 正 法 第 18条 の 2

第 1項 の 規 定 に よ る 政 治 団 体

口 そ の 他 の 政 治 団 体

□ そ の 他 の 政 治 団 体 の 支 都

活 動 区 域 の 区 分

同一の都道府県の区域内

資 金 管 理 団 体 の 指 定 の 有 無

公 職 の 種 類

資金管理団体の届

出をした者の氏名

( )

住 所

-41R4:3〔〕 資金管理団体の指定の期間

平成

平成

年

年

月

月

日 から

日 まで



(その 2)
全国団体用

収 支 の 状 況
1 収支の総括表

2 収入項 目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金   額 ′′あθθθ

員  数 (党費又は会費を納入した人の数) 109人

収 入 韓 観 鬼 イ′あθ′び

(前 年 か ら の 繰 越 額 ) θ

(本 年 の 収 入 額 ) 22を′あθ′び

支 出 競 観 Zイ′あθfび

翌 年 へ の 銀 選 観 θ

(2)寄 附

ア 寄附 (イを除く。)の 区分 金 額 備 考

(ア)個 人 か ら の 寄 附 ′θ9θθθ

(う ち 特 定 寄 附 )

(イ)法 人 そ の 他 の 団 体 か ら の 寄 附 ′う2θθθ

(ウ)政 治 団 体 か ら の 寄 附

河ヽ 「計   (ア)+ (イ)十  (ウ) 2θαθθθ

(寄附のうち寄附のあつせんによるもの)

イ 政 党 匿 名 寄 附

合  計  (ア  + イ ) 200,θθθ



(そ の5)

(5)本部又は支部から供与 された交付金に係る収入

交付金を供与した本部又は支部の名称 金 額 年月 日 主たる事務所の所在地 備  考

立憲民主党本部 ′θ2θθθ R4.1,7 東京都千代田区平河町2-12望ふじビル3階

〃 あθl%ケ θθθ R4.2.16 〃

〃 ち2θqθθθ R4,3.31 〃

″ あDθQθθθ R4.4.6 〃

〃 ′αθθQθθθ R4.4.28 ″

今  評 鬼 ′孵 θθθ

こ の 頁 の 小 計 男 ゴ孵
'''

合 計 鶏 ′孵
''0

(注)同一本部・支部からの交付金は「名寄せ」して年月

日順に記載し、「計」を入れて下さい。



(その 6)

(6)そ の 他 の 収 入

摘 要 金 額 備 考

こ の 買 の 小 計 θ

1件 10万 円 未 満 の も の ′び

合 計 ′び

(週01件 10万円以上の収入は個別に記載 し、10万円未満の収

入は一括 して記載 して下さい。



(その7) (1,2,3の いずれかにOをつけてください)

(注1)同一者からの年間5万円を超える寄附は個別に記載して下さい。

(注2)寄附をした者 (団体等)ごとに「名寄せ」して年月日順に記載

し、その者の最後に「計」を入れて下さヤ比

(注3)「その他の寄附」と「合計」の本関は、個人、法人その他の団体又

政治団体の寄附者の区分ごとの、最後の頁に記載して下さい。

(7)寄 附 の 内 訳 時つ体 ①.個人 2.法人。その他の団体 3.政治団体

寄附者の氏名 (又は名称 ) 金 額 年 月 日 住  所  (又は所在地) 職業 似は鯨者の氏名) 備考

龍田紘一郎 ′θ9θθθ M.6.20 長崎県諫早市福田町2026 弁護士

こ の 頁 の 小 計 ′θ9θθθ

そ の 他 の 寄 附 θ

△
日 計 ′θ9θθθ

■
■
■
■
■



(その7) (1,2,3のいずれかにOをつけてください)

m■ )同一者からの年間5万円を超える寄附は個別に記載して下さヤ比

(注2)寄附をした者 (団体等)ごとに「名寄せ」して年月 日順に記載

し、その者の最後に「計」を入れて下さヤ比

(注3)「その他の寄附」と「合計」の欄は、個人、法人その他の団体又

政治団体の寄附者の区分ごとの、最後の買に記載して下さセ比

(7)寄 附 の 内 訳 寄附者の区分 1.個人 ②.法人。その他の団体 3.政治団体

寄附者の氏名 (又は名称 ) 年 月 日 住  所  (又は所在地) 職業 (又 は代表者の氏名 備考金 額

医療法人共生会 長崎友愛病院 Fθ9θθθ R4.6。 9 長崎県長崎市蚊焼町2314-1 茅野丈二

こ の 頁 の 小 計 ′θttθθθ

そ の 他 の 寄 附 θ

合 計 ′
'9θ

θθ



(その13)

3 支 出項 目別金額 の内訳

(1)支 出 の 総 括 表

項 目 金 額 備 考

1     経

(1)   人

常 振 貴

費件 aθ免1599
(2)光 熱 水 費 3'■♂ワ′

(3)備 品 ・ 消 耗 品 費 L♂′猛J′♂

(4)事 務 所 費 2ヲθZθをθ

アJヽ 計 Zびθ′,♂密

2    政

(1)   甘饉1

治

織

活

活

曲

動

■

費 Lうじ′,′

'♂(2)選 挙 関 係 費 ′α784,390

(3) 機関紙誌の発行その他の事業費 2♂びZθ55 /～==の評

θ

2♂びZθ55

θ

θ

(4)調 査 研 究 費 ♂Lθθθ

(5)寄 附 ・ 交 付 金 θ

(6)そ の 他 の 経 費 θ

′よヽ 計 ′4♂′曳び♂∂

合 計 2盈イ′玩θ′び



(そ の14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 光熱費  ( 光熱 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 文出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

水道光熱費 ′らZFθ R4.1.14 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町8591

水道光熱費 22777 R4.2.17 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

水道光熱費 ′4イ軍θ R4.2.17 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町8葵片 1

水道光熱費 ′身θク♂ R4.3.15 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

水道光熱費 ′身D55 R4.4.8 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

水道光熱費 ′4夕♂♂ R4.5。 10 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町8591

電気料金 ′9識2 R4.5。 26 九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

水道光熱費 ′ちび∂7 R4.5.30 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町3591

電気料金 ′αク′♂ R4.6.24 九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 ′島564 R4。 8.16 九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 ♂aをθθ R4.8,16 九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 39,♂,び R4.8,16 九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-82

電気料金 ′ち夕π R4.9.9 九州電力株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁 目1-32

こ の 頁 の 小 計 239″θθク

そ の 他 の 支 出 a男′′′

合  計 ♂θ4♂ク′

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載 し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の買に記載 して下さい。



(そ の14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 備品 。消耗品  ( 備品 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

PC付属品 ′身∂′′ R4.5,16 株式会社ヤマダデンキ 群馬県高崎市栄町1-1

大型メガホンセット

'島

Fイ∂ R4.5.18 セイコーテクノ株式会社 静岡県藤枝市青業町2-3-4

ワイヤレスマイク 22″′θθ R4.5,19 セイコーテクノ株式会社 静岡県藤枝市青葉町2-3-4

こ の 頁 の 小 計 ′鶏 θJθ

そ の 他 の 支 出 疑 朋

合  計 ′び4θワ7

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載 し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。



(その14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 備品・消耗品  ( 消耗品 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又 は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

アドレスゴム印 Fあ 7'θ R4.1.24 山崎印章 長崎県長崎市桜町許 13

ガノリン ′ち∂
'イ

R4.1.25 林兼石油株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺滋 丁目10番10号

事務用晶 (アスクル) ♂Zヲ
y7 R4.2.28 Q―bモノリューションズ株式会社 長崎県長崎市田中町1452

印鑑 ′αJθ

'
R4,3,9 はんず大村店 長崎県大村市松並1丁 目206-3

事務用品 (アスクル) ′9654 R4。 3.28 Q―bモノリューションズ株式会社 長崎県長崎市田中町1452

ガゾリン 34,どJ′ R4.3.31 林兼石油株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁 目10番10号

ガノリン ′ち∂♂
'

R4.4.15 林兼石油株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁 目10番10号

ガゾリン FttJ'び R4.5.13 林兼石油株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁 目10番10号

タップスィッチ ゴLD25 R4.5.24 エディオン大浦店 長崎県長崎市相生町3-6

蛍光管 2■♂刀 R4.5.24 エディオン大浦店 長崎県長崎市相生町3-6

工具 ′身564 R4.5。25 ナフコ島原店 福岡県北九州市小倉北区魚町2-6-10

文具 f9235 R4.6。9 ナフコ福田店 福岡県北九州市小倉北区魚町2-6-10

のばリポール ′猛どク
'

R4.6.10 株式会社上五島アンプク 長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷1284

雑貨 ′島440 R4.6.11 ダイツーエレナ空港通店 長崎県大村市古賀島町111-49

ガノリン 馳 θFF R4.6.14 林兼石油株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁 目10番10号

こ の 頁 の 小 計 況ZZワyび

そ の 他 の 支 出

合  計

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一緒して記栽して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。



(そ の14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 備品・消耗品  ( 消耗品 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又 は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

レインコート ♂ちび∂θ R4.6.15 大久保金物株式会社 長崎県長崎市大黒町922-105

雑貨 22′ Fク R4.6.16 ナフコ福田店 福岡県北九州市小倉北区魚町2-6-10

雑貨 ′ちθ♂ク R4.6.17 株式会社ナフコ 福岡県北九州市小倉北区魚町2-6-10

手袋 ′2密J R4.6.18 株式会社ヴ ランド 愛知県海部郡大治町馬島字山西46

雑貨 ′2び
'7

R4.6.19 ナフヨ大村店 福岡県北九州市小倉北区魚町2-6-10

工 具 ′■Z密 R4.6。 19 株式会社ナフコ 福岡県北九州市小倉北区魚町2-6-10

ガツジン ′9θθθ R4。 6,20 有限会社平尾商事 長崎県諌早市赤崎町59-1

車用品 ′45'ど R4.6.26 イエローハット小ヶ倉店 長崎県長崎市新小ヶ倉2-6-13

事務用品 (ア スクル) 犯 7'♂ R4.6.27 Q―bたノリューションズ株式会社 長崎県長崎市田中町1452

傘 宅
'′

θ R4.7.1 株式会社オールスタジアム 東京都渋谷区代々木5-14-9

ガゾリン 74JFθ R4.7.25 林兼石油株式会社 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁 目10番10号

車用品代 鶏 びθθ R4.6.20 Msオートワーカー 長崎県佐世保市東浜町81:■ 1

こ の 買 の 小 計 夕どち
'ア

ク

そ の 他 の 支 出 冠島995

合  計 ち
'鶏

アタ♂

(注 1)

(注 2)

1万円以上の支出はすべて個別に記載 し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載 して下さい。
「その他の支出」と「合計」の本開は、右上の項目別区分の (  )の
中の項 目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。



(そ の14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 備品・消耗品  ( 定期購読 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

講読料 馳
''θ

R4.1.18 株式会社長崎政治経済新聞 長崎県佐世保市烏帽子町328-3

こ の 頁 の 小 計 馳
'θ

θ

そ の 他 の 支 出 宅 ♂び∂

合  計 蒻 ♂びど

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (

中の項目ごとの、最後の買に記載して下さい。

「その

)の



(その14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費  ( 賃借料 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

事務所賃借料 12月 分 38,σθθ R4.1,14 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

昭和町事務所家賃 Z9θθθ R4.1.25 中村美知子 長崎県西彼杵郡長与町平木場郷1603-5

事務所賃借料 1月 分 弱 刃 θ R4.2.■ 7 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

事務所貸借料 2月 分 3島σθθ R4.2.■ 7 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

昭和町事務所家賃 犯 θθθ R4.2.28 中村美知子 長崎県西彼杵郡長与町平木場郷1603-5

事務所賃借料 3月 分 38″ 5θθ R4.3,15 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

事務用品リース ′島を♂′ R4.3.15 日建リースエ業株式会社 長崎県諫早市津久葉町5-103

昭和町事務所家賃 鬼 θθθ R4.3.31 中村美知子 長崎県西彼杵郡長与町平木場郷1603-5

事務所賃借料 4月 分 38,σθθ R4.4.8 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

昭和町事務所家賃 22θθθ R4.4.25 中村美知子 長崎県西彼杵君卜長与町平木場郷1603-5

事務所賃借料 5月 分 38,Jθθ R4.5,10 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

駐車場賃料 犯 イびθ R4.5,12 有限会社一藤 長崎県佐世保市人幡町4-3

事務所賃借料 6月 分 38,Jθθ R4.5.30 山田正彦法律事務所 長崎県大村市竹松本町859-1

駐車場賃料

'ち

クθθ R4.5。 18 中町不動産有限会社 長崎県長崎市中町2-21

昭和町事務所家賃 鬼 θθθ R4。 6.1 中村美知子 長崎県西彼杵郡長与町平木場郷1603-5

こ の 頁 の 小 計 イび4うフ′

そ の 他 の 支 出

合  計

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。



(そ の14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費  ( 賃借料 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又 は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

6月 7月 駐車場代 犯 θθθ R4.6.9 自治労長崎県木都 長崎県長崎市大黒町4-16

こ の 頁 の 小 計 犯 θθθ

そ の 他 の 支 出 2あθ′ク

合  計 5θ曳びθJ

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。



(その14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費  ( 造作修繕費 )

備 考支 出 の 目 的 額金 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地)

アンテナエ事一式 ′身」θθ R4.5.9 エディオン大浦店 長崎県長崎市相生町3-6

ご の 頁 の 小 計 ′身∂θθ

そ の 他 の 支 出 θ

合  計 ′完∂θθ

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は「その

他の支出Jに一括して記幸完して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。



(そ の14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費  ( 通信費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又 は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

切 手
′θ身クθθ R4.2.21 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町23-1

切 手 効
"イ

R4.4。 15 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町2-3-1

切 手 ′身びθθ R4.4.11 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町2-3-1

切 手 ′身θθθ R.4.5.9 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町2-3-1

電話料金 ′4565 R4.7.29 NTTファイナンス 東京都港区港市1丁 目2-70

後納郵便料金 ′あび密 R4.8,9 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町2-〔■ 1

後納郵便料金 弦 ηθ R4.8,9 日本郵便株式会社 東京都千代田区大手町2-3-1

クロネコDM便送料 8銘′′タ R4.8.16 ヤマト運輸株式会社長崎法人営業支店 長崎県西彼杵郡長与町高四郷岡崎3441■

こ の 買 の 小 計 L′σち∂密

そ の 他 の 支 出 ′び
=″

び′θ

合  計 ち♂′易
=ワ

7

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。



(その14)

(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項 目 別 区 分 事務所費  ( 事務管理 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又 は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

不動産仲介料 236夢σθθ R4.4.15 有限会社木ノ宮不動産 長崎県佐世保市城山町6-12

不動産仲介料 夕兜みθθθ R4.4。 19 株式会社長崎ガードシステム 長崎県長崎市金屋町4-5

不動産仲介料 Sttθθθ R4,4.18 高陽不動産 長崎県島原市新町1丁 目205

システム利用料 r3ゑθθθ R4.5.6 株式会社センキョ
東京都港区南青山7-1-7C― Cube南青山

AF

システム利用料 7冤θθθ R4.5.6 株式会社センキョ
東京都港区南青山7-1-7C― Cube南青山
Fヽ F

クリーニング代 ′島θθθ R4.5.27 田中ドライクリーニング店 長崎県長崎市椎木町8-8

監査報酬 ′′αθθθ R4.6.6 藤原公認会計士事務所 佐賀県佐賀市神野東1-1-1-306

コピーカウンター料 29,540 R4.8,9 タチカフ株式会社 長崎県佐世保市吉岡町1792-11

電話料金手数料 死 鰐 R4.10.21 ノフトバンク株式会社 東京都港区海岸 1丁 目7-1

こ の 買 の 小 計 ちD22,∂びヲ

そ の 他 の 支 出 生2,7π

合  計 ちθ明ら′をθ

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載 し、 1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。



(そ の15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 組織活動費  ( 大会費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

F「昂Jイ代 箋 密θ R4.4.25 HoP。第一 長崎県長崎市栄町2〔■17

Fp昂Jイ代 ′身万θ R4.4.25 H.P.第 一 長崎県長崎市栄町23-17

会場費 Faらθθθ R4.4,24 ホテルニュータンダ 長崎県長崎市常盤町2-24

こ の 頁 の 小 計 ′55,5θθ

そ の 他 の 支 出 θ

合  計 ′55,Jθθ

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。



(そ の15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 組織活動費  ( 行事 。会議費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

会場費 3乳′θθ R4.5.5 セントラルホテル佐世保 長崎県佐世保市上京町3-2

こ の 買 の 小 計 3乳′θθ

そ の 他 の 支 出 29,アイ♂

合  計 釘 フイ♂

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載 し、1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項 目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。



(そ の15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 組織活動費  ( 会合費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

こ の 買 の 小 計 θ

そ の 他 の 支 出 ′4θ∂θ

合  計 ′■980

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載 し、1万 円未満の支出は

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (

中の項 目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。

「その

)の



(そ の15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 組織活動費  ( 旅費。交通費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

宿泊代
′身θθθ R4.8。 28 旅の宿やがため 長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷91(>29

航空春代 犯 θθθ R4.4。 18 株式会社トリップドットコムジャパン 東京都千代田区大手町2丁 目6-4-24F

航窄糸代 ′冤580 R4.4.18 株式会社トリップドットコムジャパン 東京都千代田区大手町2丁 目64-24F

宿泊代 ′α♂
'θ

R4.4.20 漁師旅館中村屋 長崎県佐世保市宇久町平3031-9

童両揮管 鶏 夕′θ R4.4.20 九州商船株式会社 長崎県長崎市元船町16-12

フェ リー運賃
イ易アイθ R4.4.21 博多海陸運送株式会社 福岡県博多区築港本町13-3

航窄券代 ′身クθθ R4.5.4 オジエンタルエアプリッジ株式会社 長崎県大村市箕島町59〔■2

貨物船利用賃 ′あ′をθ R4.5。 15 九州商船株式会社 長崎県長崎市元船町16-12

航空券代 疑 クθθ R4.5。 17 オリエンタルエアプリッジ株式会社 長崎県大村市箕島町59〔■2

車両航送運賃 2島びびθ R4.5.19 九州商船株式会社 長崎県長崎市元船町16-12

車両運賃 ′あ′Fθ R4.5。 21 九州商船株式会社 長崎県長崎市元船町16-12

航空券代 ′α′5θ R4.5,21 オリエンタルエアプリッジ株式会社 長崎県大村市箕島町59【■2

航送運賃 2身クびθ R4.5.21 博多海陸運送株式会社 福岡県博多区築港本町13-3

航空券代 ′α′′θ R4.5。 23 対馬空港ターミナルビル株式会社 長崎県対馬市美津島町難知乙440

旅客運賃 ′9θθθ R4.5,31 オジエンタルエアプリッジ株式会社 長崎県大村市箕島町593-2

こ の 買 の 小 計 ′′ちび♂θ

そ の 他 の 支 出

合  計

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載 し、1万円未満の支出は

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の襴は、右上の項目別区分の (

中の項目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。

「その

)の



(そ の15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 組織活動費  ( 旅費・交通費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又 は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

宿泊代
′身%θ R4.5.23 桃李の里民泊橘果樹園 長崎県対馬市厳原町豆殴634-2

航空券代 ′C′′θ R4.5.25 対馬空港ターミナルビル株式会社 長崎県対馬市美津島町難知乙440

航送料
′2びθθ R4.5.27 壱岐・封馬フェリー株式会社 福岡県福岡市那津3-46-7

乗船券代 2身イ知 R4.5.28 野母商船株式会社福岡支店 福岡県福岡市博多区築港本町220

旅客運賃 ′α′′θ R4.5.23 全日本空輸株式会社 東京都港区東新橋1-5-2

タクシー運賃 J9σをθ R4.6.3 長崎タクシー共同集金株式会社 長崎県長崎市出島町12

宿泊代 ′4δθθ R4.6.4 チサンイン大村長崎空港 長崎県大村市杭出津1丁 目814

宿泊代
′4びθθ R4.6.4 チサンイン大村長崎空港 長崎県大村市杭出津1丁 目814

旅客運賃 イ身イあθ R4.6.13 全日本空輸株式会社 東京都港区東新橋1-5-2

車両運賃 ′4′フθ R4.6.15 九州商船株式会社 長崎県長崎市元船町16-12

旅客運賃 ′α′5θ R4.6.17 全日本空輸株式会社 東京都港区東新橋1-5-2

宿泊代 389,♂θθ R4.8.9 ホテルクオーレ長崎駅前 長崎県長崎市大黒町7-3

船便チャーター代 ′θ9θθθ R4.8.10 第二壱岐 長崎県壱岐市石田町院通寺123

宿泊代 ′あイθθ R4.1.14 弁天荘 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1558

宿泊代 馳 那 θ R4.4.8 弁天荘 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触1558

こ の 頁 の 小 計 々身′∂θ

そ の 他 の 支 出 325,σ′θ

合  計 ち♂イ身イ知

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載 し、1万円未満の支出は

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項 目別区分の (

中の項 目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。

「その

)の



(そ の15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 選挙関係費  ( 選挙宣伝費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又 は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

印刷代 L′イちびイび R4.5。 30 H.P.第一 長崎県長崎市宝町2〔■17

2連のぼり ′び行イθθ R4.6.20 有限会社山崎マーク 長崎県西海市西海町サ|1内 郷1160

印刷代 之42,θθθ R4.6.20 有限会社立山印刷 長崎県佐世保市瀬戸越4丁 目1413-19

印刷代 22写 7θθ R4.6.20 九大印刷株式会社 長崎県佐世保市卸本町2-7

折込料 ・び税 ′うび R4.6.24 株式会社毎日メディアサービス 長崎県諫早市津久葉町99-45

看板代 ′5■θθθ R4.6.30 株式会社プレスアート 長崎県長崎市白木町3-14若杉ビルlF

看板代 Faらθθθ R4.8.9 アート・ロー総合美術 長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷343

録音代 駆 ′θθ R4.8.9 株式会社創見 長崎県長崎市栄町5-【■4F

看板代 先 縁 R4.8,9 株式会社カワハラネオン広告 長崎県佐世保市指方町757-1

印刷代 %4θθθ R4.6.10 H.P.第一 長崎県長崎市宝町23-17

看板代 ゑθ5■250 R4.8。 16 株式会社プレスアート 長崎県長崎市白木町3-14若杉ビルlF

映像製作費 宅 Jθθ R4.8.26 ウィルナビゲーション 長崎県大村市荒瀬町2談卜11

こ の 買 の 小 計 ち942,7宥

そ の 他 の 支 出 θ

合  計 あ942,7宥

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載し、1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 選挙関係費  ( 選挙紺策費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又 は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

家貸 (佐世保事務所) びイ●250 R4.4。 15 有限会社一藤 長崎県佐世保市人幡町4-3

家賃 (島原事務所) 夕ηθθθ R4.4.18 有限会社しまばら保肉へGT 長崎県島原市柏野町1644-1

家賃 (長崎事務所) ″9θび7 R4.4.19 平野公一 福岡県福岡市中央区1-12-10-1807

事務用品リース 〃δCをθθ R4.5.13 テンプラス株式会社レンタルサービス 福岡県福岡市東区松島4-1023

事務用品リース イδら夕ν R4.6.6 日建リースエ業株式会社長崎支店 長崎県諫早市津久薬町5-103

Tシャツ代 び冤♂夕θ R4.6.11 有限会社ナカノコーポレーション 長崎県長崎市鍛冶屋町5-81

事務用品リース 266,クθθ R4.6.14 タチカワ株式会社佐世保支店 長崎県佐世保市吉岡町1792-11

Tシャツ代 ノタCttrθθ R4.6.16 有限会社ナカノコーポレーション 長崎県長崎市鍛冶屋町5-81

Tシャツ代 5身θθθ R4.6.20 株式会社ラパ マーク 東京都新宿区西新宿6-5-1

会場費 255,初 R4.6.20 株式会社ながさきMICE 長崎県長崎市平野町22-40

事務用品 ′ちδフ7 R4.6.20 株式会社新産業 長崎県西彼杵郡長与町三根町52-158

レンタカー代

"ち
Jθθ R4.6.20 株式会社トヨタレンタリース長崎 長崎県長崎市松山町4-50

印刷代 ′2∂θθ R4.6.20 株式会社エビス堂コピーセンター 長崎県長崎市五島町104林 田ビル

ハチマキ代 2ゑθθθ R4.6.23 株式会社中の家旗店 長崎県長崎市鍛冶屋町1-11

Tシ ャツ代 クCFθθ R4.6.25 有限会社ナカノコーポレーション 長崎県長崎市鍛冶屋町5-81

こ の 頁 の 小 計 易59乱J′び

そ の 他 の 支 出

合  計

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載し、1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。



(そ の15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 選挙関係費  ( 選挙封策費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

会場費 ♂冤駐♂Fび R4.7.26 株式会社ながさきMICE 長崎県長崎市平野町22-40

風船代 Zθ2θθθ R4。 7,26 有限会社ガ コン 長崎県長崎市小江原5丁 目9-1

事務用品リース 36■,168 R4.8.16 日建リースエ業株式会社長崎支店 長崎県諫早市津久葉町5-103

事務用品リース 232,2″ R4.10.21 日建リースエ業株式会社長崎支店 長崎県諌早市津久葉町5-103

こ の 頁 の 小 計 L23ゑ♂7び

そ の 他 の 支 出 /2F55

合  計 4∂イちび′7

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の1'母 は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載して下さい。



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 宣伝事業費  ( 宣伝広告費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又 は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

動画製作費 イ好′♂β R4.1.7 一般社団法人デジバイト 東京都港区赤坂3丁 目1-16

印刷代 男 島笏 θ R4.2.17 九大印刷株式会社 長崎県佐世保市卸本町2-7

印刷代 ′びα′θθ R4.2.17 九大印刷株式会社 長崎県佐世保市卸本町2-7

印刷代 ノイあ夕θθ R4.2.17 九大印刷株式会社 長崎県佐世保市卸本町2-7

F口昂町代 ′aらθθθ R4,2.24 有限会社立山印刷 長崎県佐世保市瀬戸越4丁 目1413-19

印刷代 孵 ′θθ R4.2.17 九大印刷株式会社 長崎県佐世保市卸本町2-7

デザイン料 ′Lθθθ R4.4.8 ToasterDesignO『 lce 長崎県大村市宮小路1丁 目52012

印刷代 25,クθ′ R4.4.8 H.P.第一 長崎県長崎市宝町23-17

動画製作費 ′θttθJθ R4.4.8 一般社団法人デジバイト 東京都港区赤坂3丁 目1-16

PCC。 三つ折り ′Lイイθ R4.4.12 株式会社エビス堂コピーセンター 長崎県長崎市工島町10-4林岡ビル

印刷代 225θθ R4.5.6 九大印刷株式会社 長崎県佐世保市卸本町2-7

印刷代 F■♂θθ R4.5,6 H.P,第一 長崎県長崎市宝町23-17

動画製作費 ♂2θσθ R4.5.6 一般社団法人デジバイト 東京都港区赤坂3丁 目1-16

印刷代 ♂ZFθθ R4.5.10 きたの宣広社 長崎県大村市古賀島町579-15

印刷代 %7θθ R4.5。 12 九大印刷株式会社 長崎県佐世保市卸本町2-7

こ の 頁 の 小 計 ち認乱∂′♂

そ の 他 の 支 出

合  計

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載 し、1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項 目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 宣伝事業費  ( 宣伝広告費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又 は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

印刷代 鶏 Jθ′ R4.5,12 H.P,第一 長崎県長崎市宝町2〔■17

印刷代 9a250 R4.5,25 オムロプリント株式会社 長崎県大村市原町84-3

F口昂Jイ式 ′島7θθ R4.5,25 九大印刷株式会社 長崎県佐世保市卸本町2-7

動画製作費 ZZθJθ R4.6.6 一般社団法人デジバイト 東京都港区赤坂3丁 目1-16

デザイン料 Fattθ夕θ R4.8。 9 吉田典史 長崎県長崎市ダイヤランド4-10-望-201

撮影代

'2び
イ′ R4,9,19 合同会社Multipod 沖縄県沖縄市登川宇登,I11753-3

こ の 買 の 小 計 イ密 ′ν

そ の 他 の 支 出 あθθθ

合  計 身♂σzD55

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載 し、1万 円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の買に記載 して下さい。



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 調査・研究費  ( 調査費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又は所在地) 備 考

こ の 買 の 小 計 θ

そ の 他 の 支 出 Lθθθ

合  計 ちθθθ

(注 1)1万円以上の支出はすべて個別に記載し、1万円未満の支出は

他の支出」に一括して記載して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (

中の項目ごとの、最後の買に記載して下さい。

「その

)の



(その15)

(3)政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 調査・研究費  ( 研究費 )

支 出 の 目 的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名(又は名称) 支出を受けた者の住所(又 は所在地) 備 考

法 人会春 犯 θθθ R4.1.24
一般社団法人倫理研究所 支東若る千代 田区紀尾井町 4-5

法人会費 ′αθθθ R4.2.24
一般社回法人倫チ早研究所 東京者Б千代 田区紀尾井町 4-5

法人会者 ′αθθθ R4,3.23
一般社団法人イ命理研究所 吏京若【千代 田区紀尾井町 4-5

法 人会者 ′αθθθ R4.4.25
一般社団法人倫理研究所 東京都千代田区紀尾井町 4-5

法人会脅 ′αθθθ R4.5.23
一般社 団法 人倫チ早石汗究所 東京著Ь千代 田区紀尾井町 4-5

法 人会脅 ′αθθθ R4.6。 23
一般社団法人倫理研究所 東京都 千代 田区紀尾井町 4-5

法人会費 ′9θθθ R4.7.25 一般社団法人倫理研究所 東京都千代田区紀尾井町4-5

こ の 買 の 小 計 馳 θθθ

そ の 他 の 支 出 θ

合  計 39θθθ

(注 1)1万 円以上の支出はすべて個別に記載 し、1万円未満の支出は「その

他の支出」に一括 して記載 して下さい。

(注 2)「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分の (  )の
中の項目ごとの、最後の頁に記載 して下さい。



(その17)

資 産 等 の 状 況
1 資産等の総括表

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 征 備 考

ア  土 地 □ 置

イ 建 物 邑

ウ 建物 の所有 を 目的 とす る地上権又は土地 の賃借権 ゴ

エ 取 得 の 価 額 が 100万 円 を 超 え る 動 産 ご

オ
預金 (普 通預金 及 び 当座 預金 を除く。)若しく|ま 貯金 (普

通貯 金を除く。)又 は郵便貯金 (通 常郵便貯 金を除くc)
□

力  金 銭 信 託 回 』

キ 有 価 証 券 □ 団

ク 出 資 に よ る 権 利 画

ケ 貸 付 先 ご との残 高 が 100万 円 を 超 え る貸 付 金

コ 支 払 わ れ た 金 額 が 100万 円 を 超 え る 敷 金 □ ビ

サ 取得の価額が100万 円を超える施設の利用に関する権利 団

シ 借 入 先 ご と の残 高 が 100万 円 を 超 え る借 入 金 ロ

※有無についてEみて下さい。 (注)回が有の場合は「項 目別区分」ごとに (その18)が必要です。



(その20)

心

旦
抵
由

童
口

添付書類 (別添のとおり)

1 領収書等の写し

2 監査意見書 (政党本部及び政治資金団体に限る。)

3 政治資金監査報告書 (国会議員関係団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成したものであって、真実に相違ありません。

令和4年 +1月 デD日

政治団体の名称 立憲民主党長崎県捕 院選挙区第1給支都

会計 責任 者 の氏名 白 川 よしみ ⑬

鰤代 表 者 の 氏 名

(解散時のみ)

白 川 飴 美



政治資金監査報告書

令和 4年 11月 24日

立憲民主党長崎県参議院選挙区第 1総支部

代表 白川 鮎美 殿

棒́、ミ艤登録政治資金監査人

登 録 番 号 第 5524号

研修修了年月日 平成 31年 3月 28日

1 監査の概要

(1)私は、政治資金規正法 (以下「法」という。)第 19条の 13第 1項の規定に基づき、立憲民主党長崎県

参議院選挙区第 1総支部の令和 4年に係る法第 12条第 1項に規定する収支報告書のすべての期間を対

象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難

かった支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書 (支出の目的が記裁された振込明細書

の写しを含む。以下同じ。)について、支出に関する政治資金監査を行つた。

(2)こ の政治資金監査は、法第 19条の 13第 2頂に定めるところにより政治資金適正化委員会が定める「政

治資金監査に関する具体的な指針」 (以下 「政治資金監査マニュアル」という。)に基づき行った。

(3)私の責任は、外部性を有する第二者 として、国会議員関係政治団体の会計責任者の作成又は徴取した収

支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かつた支出の明細

書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監

査を行つた結果を報告することにある。

(4)こ の政治資金監査は、立憲民主党長崎県参議院選挙区第 1総支部の主たる事務所において行つた。

2 監査の結果

私が実施 した政治資金監査の結果は、以下のとお りである。

(1)法第 19条の 13第 2項第 1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴

し難かつた支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書が保存されていた。

(2)法第 19条の 13第 2項第 2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会議員関係政治団体に

係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳

簿を備えていた。

(3)法第 19条の 13第 2項第 3号に規定する事項について、法第 12条第 1項に規定する収支報告書は、

会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る

支出目的書に基づいて支出の状況が表示されていた。

(4)法第 19条の 13第 2項第 4号に規定する事項について、領収書等を徴 し難かつた支出の明細書及び振

込明細書に係る支出目的書は、会計帳簿に基づいて記載されていた。

8 業務制限

立憲民主党長崎県参議院選挙区第 1総支部と私 との間には、法第 19条の 13第 5項の規定に違反する

事実はない。

以   上


